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開議 午前 ９時５８分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 行政報告の追加について、市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 行政報告の追加分を申し上げます。 

 まず、最初の報告第１号でございますが、そこに記載しております人事発令を３月１日

付で採用する旨の報告であります。 

 以上で、報告第１号を終わらせていただきます。 

 続きまして、報告第２号についてでございますが、本件につきましては記載しておりま

すとおり、３月４日の噴煙発生後、３月８日以降と思われる排気立坑周辺の地盤崩落が生

じ、近くの河川の水が流れ込み、現在、大きな水たまりとなっている状況でございます。 

 事件発生後、関係機関と協力し、周囲の安全確保及び崩落の拡大状況等の調査を行って

きたところであります。幸い、現在崩落の拡大は見られず、比較的落ちついた状況にあり

ますが、早急な原因究明と対策を講じるため、学識経験者を含めた調査委員会の設置が必

要と判断し、現在、国、道との協議のもと設置に向け準備を進めております。学識経験者

などについては、一定の内諾を得ており、今週中に最終的な承諾をいただくこととしてお

ります。 

 また本調査においては、今後、新年度において一定の費用が必要と考えられますことか

ら、当面予算流用等で対応し、６月議会で補正するなど、今後御相談させていただき進め

てまいりたいと考えておりますことから、御理解くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、調査委員会の設置につきましては、逐次皆さんに御報告させていただくととも

に、しかるべき時期に市民周知を図りたいと考えております。 

 以上で、報告第２号を終わらせていただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号、総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですから、次に報告第２号、消防本部関係ついて。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、一般行政報告については報告済みとしま

す。 

 次に、教育行政報告の追加について、教育長から報告を求めます。 

 教育長、登壇報告願います。 

（教育長富樫繁樹氏 登壇） 

◎教育長（富樫繁樹氏） 教育行政報告の追加を申し上げます。 

 報告第１号市内小中学校教職員の人事についてでありますが、校長人事では定年退職者

が１名、転出者が２名であり、転入者は３名となっております。 

 教頭人事では、転出者及び転入者がそれぞれ４名であります。 

 一般教職員の人事については、転出者が６名で、転入者は１１名となっております。差

し引き５名の定数増となり、この要因は特別支援学級の開設及び児童数の増による複式学

級の解消が主な要因であります。この結果、平成２０年度当初の教職員定数は９６名とな

るものであります。 

 次に、報告第２号平成１９年度市内中学校卒業生の進路状況についてでありますが、１

９年度の卒業生は８３名であり、３月１９日現在における進学予定者は、率にして９３％

の７７名で、未定が５名、就職が１名の内容となっております。 

 学校別については別紙のとおりでありますので、御参照いただきたいと思います。 

 次に、報告第３号三笠高等学校教職員人事についてであります。 

 校長、教頭、事務長については、異動がありません。 

 一般教職員の人事については、転出者が５名、転入者が１名となっており、新採用につ

いては、平成１９年度に期限つき採用された教員がそのまま新採用となったものでありま

す。 

 この結果、平成２０年度当初の教職員定数は、１７名となるものであります。 

 次に、報告第４号平成２０年度三笠高等学校の合格者の状況であります。 

 平成２０年度の募集状況については、間口１学級、定数４０名に対し、第１次の受験者

は１７名で全員合格となり、３月１９日現在の入学予定者は１７名であります。 

 また、第２次募集については３月２５日から２７日正午まで行われ、合格発表が３月３

１日となっていることから、最終合格者の数は若干の増が生じる見込みであります。 

 最後に、報告第５号平成１９年度三笠高等学校の卒業生の進路状況でありますが、３月

１９日現在で、卒業者数３３名のうち進学者が１２名、家事手伝い及び進路未定者を含む

就職者数は２１名となっております。内容については別紙のとおりでありますので、御参

照いただきたいと思います。 

 以上、教育行政報告といたします。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、教育行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号について。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 次に、報告第２号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、報告第３号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、報告第４号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 最後に、報告第５号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、教育行政報告については報告済みとしま

す。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第１号から議案第２６号までについて（委報       

            第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の２ 委報第２号、議案第１号から議案第２６号までについ

てを一括議題とします。 

 本件は、さきの本会議において、予算審査特別委員会に付託したものであり、委員長よ

り審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 藤浪委員長、登壇報告願います。 

（予算審査特別委員会委員長藤浪成憲氏 登壇） 

◎予算審査特別委員会委員長（藤浪成憲氏） さきの本会議おいて付託になりました議案

につきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第１号から議案第２６号までの計２６件でありま

す。 

 以下、御報告申し上げますが、審査の詳細及び質疑、答弁の内容につきましては、今

回、議長を除く全議員が委員となり審査を行っておりますので、詳細を省略させていただ

き、審査の結果についてのみを御報告させていただきますので、御了承賜りたいと思いま

す。 

 なお、御配付の文書及び資料の説明につきましても、省略させていただきますので、御

了承賜りたいと思います。 

 それでは、御報告いたします。 

 初めに、議案第１号三笠市後期高齢者医療条例の制定については、反対、賛成の討論が

あり、採決の結果、賛成多数により原案を可決するものと決定いたしました。 

 次に、議案第２号三笠市職員勤務時間、休暇等条例の一部を改正する条例の制定につい
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て、議案第３号三笠市職員育児休業等条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

４号三笠市職員の職員団体のための行為制限特例条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第５号三笠市下水道事業促進化基金条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第６号三笠市営バス設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第７号三笠

市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号三笠市重度心身障害

者医療費条例等の一部を改正する条例の制定については、討論もなく、原案可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、議案第９号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、反

対、賛成の討論があり、採決の結果、賛成多数により原案を可決すべきものと決定いたし

ました。 

 次に、議案第１０号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

１１号三笠市総合病院事業設置等条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１２

号三笠市都市公園の条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１３号三笠市の特

定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について、議案第１４号平成１９年度三笠市一般会

計補正予算について、議案第１５号平成１９年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算に

ついて、議案第１６号平成１９年度市立三笠総合病院事業会計補正予算については、討論

もなく、原案可決するものと決定いたしました。 

 次に、議案第１７号平成２０年度三笠市一般会計予算について、議案第１８号平成２０

年度三笠市老人保健特別会計予算について、議案第１９号平成２０年度三笠市後期高齢者

医療特別会計予算について、議案第２０号平成２０年度三笠市国民健康保険特別会計予算

については、反対、賛成の討論があり、採決の結果、賛成多数により原案可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第２１号平成２０年度三笠市介護保険特別会計予算について、議案第２２号

平成２０年度三笠市公共下水道事業特別会計予算について、議案第２３号平成２０年度三

笠市育英特別会計予算について、議案第２４号平成２０年度三笠市水道事業会計予算につ

いて、議案第２５号平成２０年度市立三笠総合病院事業会計予算について、議案第２６号

土地の取得については、討論もなく、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果についての御報告といたし

ますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 初めに、議案第１号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第４号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第５号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第７号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第８号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１０号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１１号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１２号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１４号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１５号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１７号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１８号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２０号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２１号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２２号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２４号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２５号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 最後に、議案第２６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、議案第１号から議案第２６号までについ

ての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 議案第１号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を願います。 

 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 議案第１号三笠市後期高齢者医療条例の制定について、反対の立

場から討論させていただきます。 

 ４月から新たな制度として実施されようとしている、国の後期高齢者医療制度による条

例の制度でありますが、この制度は知れば知るほど高齢者いじめの制度であります。国は

７５歳以上の高齢者を後期高齢者と決めて、今まで扶養家族となって保険料の負担がな

かった人や収入がない人でも、全ての７５歳以上の高齢者が保険料の負担をすることにな

る制度です。保険料は年金から天引きとなります。介護保険料と国民健康保険料を合わせ

ると、平均で一月１万円以上の負担となり、差し引かれた残りの年金で暮らすことになり

ます。これでは高齢者の暮らしを直撃するものであります。また、一月１万５,０００円

以下の高齢者の方には、自分で役所の窓口に支払う普通徴収となります。保険料をまた１

年以上滞納すると保険証が取り上げられ、病院か窓口で１０割の医療費を払う資格証明に

なります。お金がなければ病院にかかれず病気が重くなって、命にかかわわる事態も生じ

かねない制度であります。また、６５歳から７４歳までの世帯主の保険料も同じように年

金から天引きされます。 

７０歳から７４歳までの高齢者の医療費の窓口負担も、１割から２割負担に引き上げられ

ましたが、国民の怒りの声で１年先延ばしとなりました。これは一時しのぎの凍結です。

受ける医療の内容もまた、差別が生まれようとしています。保険料も２年で見直されるこ

とが決まっており、その値上げは確実であります。 

 このように高齢者のための医療制度といいながら、医療費の予算の削減が本当のねらい

であります。このような高齢者に負担を押しつける後期高齢者医療制度に反対する立場か
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ら、本条例の制定には反対させていただきます。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 齊藤議員。 

◎４番（齊藤 且氏） 議案第１号三笠市後期高齢者医療条例の制定について、賛成の立

場から討論に参加いたします。 

 このたびの条例制定の目的は、増大する老人医療費を安定的に賄うため制度化された後

期高齢者医療制度の実施に伴い、７５歳以上の後期高齢者と６５歳から７４歳で一定の障

害のある人が被保険者となり、加入者の負担能力に応じて公平に保険料を支払う仕組みを

設けるものです。 

 また、この制度とあわせて高額医療、高額介護合算制度が同時にスタートし、負担軽減

の仕組みも考慮され、一部被保険者の均等割額にも軽減措置の配慮が見られる観点から妥

当であるとの認識により、議案第１号三笠市後期高齢者医療条例の制定ついては、賛成い

たします。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） これをもちまして討論を終了します。 

 これより、議案第１号について採決します。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（髙橋 守氏） 賛成議員多数です。 

 したがって、議案第１号三笠市後期高齢者医療条例の制定については、原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２号三笠市職員勤務時間、休暇等条例の一部を改正する条例の制定については、

予算審査特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 
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 議案第３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３号三笠市職員育児休業等条例の一部を改正する条例の制定については、予算審

査特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４号三笠市職員の職員団体のための行為制限特例条例の一部を改正する条例の制

定については、予算審査特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５号三笠市下水道事業促進化基金条例の一部を改正する条例の制定については、

予算審査特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

次に、議案第６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６号三笠市営バス設置条例の一部を改正する条例の制定については、予算審査特

別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 
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 議案第７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第７号三笠市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定については、予算審査特

別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第８号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正する条例の制定について

は、予算審査特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第９号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を願います。 

 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 議案第９号三笠市国民健康保険条例の一部改正する条例の制定に

ついて、反対の立場から討論いたします。 

 本条例も議案第１号の同様の趣旨によって反対させていただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 齊藤議員。 

◎４番（齊藤 且氏） 議案第９号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について、賛成の立場から討論に参加いたします。 

 議案第１号と同趣旨により、議案第９号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定については、賛成いたします。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） これをもちまして討論を終了します。 

 これより、議案第９号について採決します。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（髙橋 守氏） 賛成多数です。 

 したがって、議案第９号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号について討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１０号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、予算審査特

別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１１号市立三笠総合病院事業設置等条例の一部を改正する条例の制定について

は、予算審査特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１２号三笠市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、予算審査特

別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１３号三笠市特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定については、予算審査特別

委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１４号について討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１４号平成１９年度三笠市一般会計補正予算については、予算審査特別委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１５号平成１９年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算については、予算審査

特別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１６号平成１９年度市立三笠総合病院事業会計補正予算については、予算審査特

別委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１７号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を願います。 

 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 議案第１７号平成２０年度三笠市一般会計予算案について、反対

の立場から討論させていただきます。 

 三笠市の高齢化も進み、６５歳以上は４０％にもなっております。後期高齢者医療制度

の導入によって高齢者の不安が広がり、原油の高騰をはじめ灯油の値上げ、食品から日用

雑貨の値上がりなどで市民生活を取り巻く環境が厳しい中、低所得者に対する一定の支援

策が盛り込まれているものの、市民福祉の向上に主眼を置き、このような分野への予算を

重点的に配分する工夫もできたのではないかと思います。 
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 以上によって、第１号議案での反対討論の趣旨を踏まえ、平成２０年度一般会計予算に

ついて反対いたします。 

◎議長（高橋 守氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 熊谷議員。 

◎１２番（熊谷 進氏）先ほど、委員長報告があったとおり、本議案の特別委員会におけ

る結論は原案を可とすべきものであります。それに基づき賛成討論を行います。 

 小林市長は平成１５年度に就任されましたけれども、以来約５年間、ひたすら財政健全

化に不断の努力をしてまいりました。ちなみに、一般会計の１４年度末における地方債残

高は約１３０億円であります。平成２０年度末に予定されております一般会計の市債残高

は約８６億円ということで、４３億円余り市債残高を圧縮いたしております。この間、行

財政改革における効果額はといえば、約５年間で３２億円の行財政効果額を出しておりま

す。 

 青木市長が平成３年度から１４年度までに実現させた行財政改革の効果額は、約１０１

億円です。そして１５年度から１９年度までに引き継がれた効果額を小林市長で見ます

と、約１１９億円ですから、合わせて平成３年度から１９年度まででは、三笠市の行財政

効果額は２２１億円になんなんといたします。空知管内２３炭地５市１町の中できわめて

厳しい財政状況の市や町がありますが、今日、本市の一般会計は比較的穏やかな状態にあ

るのは、これらの不断の行財政改革があったからと、こう率直に申し上げることができる

と思います。 

 この５年間、小林市長は箱物といえば、青木市長時代に作成した公営住宅マスタープラ

ンに基づき、幸町団地の仕上げを平成１５年度から１７年度まで、そして若松団地を平成

１８、１９年度の２年間で仕上げてまいりました。いよいよ新年度、平成２０年度以降は

榊町団地の老朽工事の建てかえに入りますが、いずれもこれは小林市長みずからの政策で

やったものではありません。首長の宿命として非常に目立つ、大きな箱物をつくりたが

る、まあつくって実際に失敗した例なども枚挙にいとまがありませんけれども、これらの

箱物はイニシャルコストに加えてランニングコスト等を考えますと、非常に義務的経費の

増大を招くものであります。私は、まだ当選して若いころに、ある先輩議員が何もしない

のが名市長だと。これはさきに述べたことに対する一つの警鐘なのであります。副市長は

じめ部下の皆さんは、小林市長がかわいそうだといったような思いがあるかもしれません

が、しかしそれは違うと思います。政治家の評価は後世の歴史家にゆだねると、こういう

言葉がありますが、私もそのとおりだと思っております。 

 平成２０年度以降も財政健全化路線を堅実に歩まれるよう期待をして、本議案に賛成を

いたします。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、これをもちまして討論を終了します。 
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 これより、議案第１７号について採決します。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（髙橋 守氏） 賛成多数です。 

 したがって、議案第１７号平成２０年度三笠市一般会計予算については、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第１８号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を願います。 

 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 議案第１８号平成２０年度三笠市老人保健特別会計予算につい

て、さきの第１号の反対の立場から、同様の趣旨によって反対をいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 齊藤議員。 

◎４番（齊藤 且氏） 議案第１８号平成２０年度三笠市老人保健特別会計予算につい

て、賛成の立場から討論に参加いたします。 

 議案第１号と同趣旨により、平成２０年度三笠市老人保健特別会計予算については、賛

成いたします。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、これをもちまして討論を終了します。 

 これより、議案第１８号について採決をします。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（髙橋 守氏） 賛成議員多数です。 

 したがって、議案第１８号平成２０年度三笠市老人保健特別会計予算については、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を願います。 

 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 議案第１９号平成２０年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、第１号議案の趣旨に基づき反対とさせていただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 齊藤議員。 

◎４番（齊藤 且氏） 議案第１９号平成２０年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、賛成の立場から討論に参加いたします。 

 議案第１号と同趣旨により、平成２０年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算について
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は賛成いたします。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） これをもちまして討論を終了します。 

 これより、議案第１９号について採決をします。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（髙橋 守氏） 賛成議員多数です。 

 したがって、議案第１９号平成２０年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号について討論を行います。 

 本案に反対の議員から発言を願います。 

 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 議案第２０号平成２０年度三笠市国民健康保険特別会計予算につ

いて、以上についても、さきの第１号の趣旨に基づき、同じ趣旨ですので、反対をさせて

いただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、賛成の議員の発言を願います。 

 齊藤議員。 

◎４番（齊藤 且氏） 議案第２０号平成２０年度三笠市国民健康保険特別会計予算につ

いて、賛成の立場から討論に参加いたします。 

 議案第１号と同趣旨により、平成２０年度三笠市国民健康保険特別会計予算については

賛成いたします。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、これをもちまして討論を終了します。 

 これより、議案第２０号について採決をします。 

 原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（髙橋 守氏） 賛成議員多数です。 

 したがって、議案第２０号平成２０年度三笠国民健康保険特別会計予算については、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（高橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２１号平成２０年度三笠市介護保険特別会計予算については、予算審査特別委員

長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２２号平成２０年度三笠市公共下水道事業特別会計予算については、予算審査特

別委員長の報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２３号平成２０年度三笠市育英特別会計予算については、予算審査特別委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２４号平成２０年度三笠市水道事業会計予算については、予算審査特別委員長の

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 
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 議案第２５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２５号平成２０年度市立三笠総合病院事業会計予算については、予算審査特別委

員長の報告のとおり原案可決されました。 

 最後に、議案第２６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２６号土地の取得については、予算審査特別委員長の報告のとおり原案可決され

ました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 議案第２７号 議会運営委員会及び各常任委員会 

            所管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の３ 議案第２７号議会運営委員会及び各常任委員会所管事

項調査についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び各常任委員会の共同提案にかかわるものであり、

文章記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第２７号について、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２７号議会運営委員会及び各常任委員会所管事項調査については、原案のとおり

可決されました。 
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  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 意見書案第２号 地球温暖化防止に向けた森林づ 

            くり等の推進に関する意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の４意見書案第２号地球温暖化防止に向けた森林づくり等の

推進に関する意見書を議題とします。 

 本案については、丸山議員ほか４名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、谷津議員から提案理由の説明を求めます。 

 谷津議員、登壇説明願います。 

（９番谷津邦夫氏 登壇） 

◎９番（谷津邦夫氏） ただいま上程になりました地球温暖化防止に向けた森林づくり等

の推進に関する意見書を朗読提案を申し上げます。 

 平成１７年に「京都議定書」が発効し、我が国は平成２年に比べ、平成２０年から２４

年の５か年間の温室効果ガス平均排出量を６％削減することを公約として織り込まれます

が、平成１７年の温室効果ガス排出量は基準年に比べ７.８％上回る状況にあります。 

 「京都議定書」では、我が国の温室効果ガス削減量のうち、１,３００万炭素トンを森

林で吸収することとしておりますが、現状の森林整備で推移した場合、年間１１０万炭素

トンに相当する森林吸収量が不足することから、国では平成１９年から２４年までの毎年

１１０万炭素トン分の吸収に相当する２０万ヘクタールの森林整備に必要な予算を追加措

置することとしており、全国の森林面積の４分の１を占める北海道が果たす役割は、極め

て大きいものがあります。 

 また、本道では「全国植樹祭」や「北海道洞爺湖サミット」の開催など、道民の環境へ

の関心が高まっていることから、この機会を的確に捉え、森林づくりや環境保全に対する

取り組みを加速させ、本道の森林の未来を担う子供たちにしっかりと引き継いでいくこと

が重要です。 

 このような中、道では森林の保全と活用に関する方策について検討を行っております

が、「京都議定書」の第１約束期間を間近にしていることから、道民の理解と協力のも

と、新たな財源対策の検討を加速し、早急に森林づくりや環境保全などの対策を講じるよ

う強く要望いたします。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２０年３月２４日、北海道三笠市議会。 

 提出先、北海道知事。 

 よろしく御審議、御採択をお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第２号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第２号地球温暖化防止に向けた森林づくり等の推進に関する意見書は、原案可

決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

   ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第５ 意見書案第３号 酪農畜産政策・価格に関する意 

            見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の５ 意見書案第３号酪農畜産政策・価格に関する意見書を

議題とします。 

 本案については、佐藤議員ほか２名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、武田議員から提案理由の説明を求めます。 

 武田議員、登壇説明願います。 

（６番武田悌一氏 登壇） 

◎６番（武田悌一氏） 意見書案第３号酪農畜産政策・価格に関する意見書につきまして

朗読提案させていただきます。 

 北海道の酪農畜産は、専業農家を主体とした中で生産性の高い経営が展開されており、

食料の安定供給、国土・環境の保全、地域経済の維持・発展等において重要な役割を果た

しています。しかしながら、近年における配合飼料価格や石油価格の高騰などによる生産

コストの急激な上昇は、酪農畜産経営に大きな影響を与えており、経営悪化に伴い生産現

場は危機的な状況にあると言っても過言ではありません。 

 世界的なバイオエタノール需要の急増や石油価格の高騰に伴う配合飼料価格等の物材費

の上昇は、外的な要因であるとともに生産現場の努力の範ちゅうを超えたものとなってお

り、危機的な状況にある酪農畜産経営を早急に立て直すため、再生産の確保並びに経営安

定に資する有効な政策の確立が極めて重要であります。 

 つきましては、食の安全・安心の確保を踏まえた畜産物の安定供給に向け、その中心的

役割を果たしている生産者が将来展望を持って安心して営農に取り組むことができるよ

う、総合的かつ実効性のある政策の早期確立に向けて、下記のとおり要望します。 

 １、加工原料乳生産者補給金単価については、配合飼料等の生産資材価格の高騰を踏ま

え、引き上げとすること。 

 ２、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格については、配合飼料等の生産資材価格の高
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騰を踏まえ、引き上げとすること。 

 ３、肉用牛肥育経営安定対策事業の充実強化を図ること。 

 ４、自給飼料の増産に向けた各種事業の一層の充実強化を図ること。 

 ５、養豚生産基盤の強化対策を推進すること。 

 ６、海外悪性家畜伝染病など家畜防疫対策を強化すること。 

 ７、米国産牛肉の輸入に当たり、万全な管理体制を今後も継続すること。 

 ８、ＢＳＥ全頭検査、発生農家等に対する支援対策、畜産リサイクルの再構築などＢＳ

Ｅ関連対策を引き続き実施すること。 

 ９、トレーサビリティの適正な運用など食の安全・安心対策を推進すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２０年３月２４日、北海道三笠市議会。 

 提出先につきましては、内閣総理大臣、農林水産大臣。 

 以上でありますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第３号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第３号酪農畜産政策・価格に関する意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

   ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第６ 意見書案第４号 介護労働者の待遇改善を求める 

            意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の６ 意見書案第４号介護労働者の待遇改善を求める意見書

を議題とします。 

 本案については、齊藤議員ほか２名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、齊藤議員から提案理由の説明を求めます。 

 齊藤議員、登壇説明願います。 

（４番齊藤 且氏 登壇） 

◎４番（齊藤 且氏） ただいま上程されました意見書案、介護労働者の待遇改善を求め

る意見書を朗読提案させていただきます。 
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 介護労働者は、人間の尊厳に関わる崇高な仕事をしているにもかかわらず、低賃金、長

時間労働など、その劣悪な労働環境から離職率も高く、待遇改善が待ったなしの課題と

なっています。 

 早朝から深夜までの重労働の上、人手不足で疲れても休暇もとれない状況です。こうし

た厳しい現実に直面して、このままでは生活できない、将来に希望が持てないと、耐えき

れず退職していくケースが多発しております。 

 今後、団塊世代の高齢化などにより、少なくとも今後１０年間で４０万人から６０万人

もの介護職員の確保が必要とされておりますが、介護に携わる人がいなくなれば介護保険

制度も立ち行かなくなり、まさに介護保険制度の根幹を揺るがす問題です。 

 介護に携わる人たちが誇りと自信を持って仕事ができるよう、また安心して暮らせるよ

う、政府においては以下の点について特段の取り組みを行い、労働条件や福利厚生の向上

に全力を挙げるように強く要望します。 

 記 

 １、全労働者の平均を大きく下回っている給与水準の実態を職種や勤務形態ごとに把握

し、低賃金の原因とその是正策を早急に検討すること。その上で、それぞれの介護事業者

がキャリアと能力に見合った適切な給与体系が構築できるよう介護報酬のあり方を見直

し、次期介護報酬改定で適切に措置すること。 

 ２、昨年８月示された福祉人材確保指針について、福祉・介護サービスを担う人材確保

のため、労働環境の整備やキャリアアップの仕組みの構築など早急な取り組みを進め、福

祉・介護現場における指針の実現を図ること。 

 ３、小規模事業所などにおける職場定着のための取り組み支援や労働時間短縮のための

事務負担軽減策、さらには事業所の労働条件等労働環境に関する情報開示など介護労働者

の待遇改善のための総合的な取り組みを進めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 平成２０年３月２４日、北海道三笠市議会。 

 提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。 

 以上、御審議のほうよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。質疑、討論を省略することに決定しまし

た。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第４号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 
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 意見書案第４号介護労働者の待遇改善を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

 以上をもちまして、今定例会に付議された事件は、すべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 以上をもちまして、平成２０年第１回定例会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

閉会 午前１０時５８分   

 



─ 24 ─
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